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し
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と
を
受
け
、
内
閣
府

の
「
女
性
の
活
躍
『
見
え
る
化
』
サ
イ
ト
」
と
統
合
し
、
平
成
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に
デ
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ど
か
ら
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か
、
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や
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ど
か
ら
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躍
で
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と
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っ
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い
る
の
か
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握
し
、
女
性
活
躍
推
進
法
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く
一
般
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行
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策
定
し
、
公

表
さ
れ
て
い
る
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ー
タ
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約
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た
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と
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て
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。

デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
活
用
方
法
と
し
て
、
学
生
や
求
職
活
動
中
の
か
た
は
、

多
様
な
働
き
方
が
可
能
な
企
業
や
、ワ
ー
ク
・
ラ
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フ
・
バ
ラ
ン
ス
を
実
現

す
る
企
業
を
、
就
職
活
動
の
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断
材
料
と
す
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が
で
き
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す
。
消
費
者

と
し
て
、
企
業
の
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性
活
躍
推
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に
向
け
た
姿
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や
、
ど
の
く
ら
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性
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躍
に
つ
い
て
の
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表
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て
い
る
か
に
つ
い
て
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ど
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に
、
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業
を
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か
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デ
ー
タ
ベ
ー
ス
は
、
厚
生
労
働
省
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
閲
覧
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
の
で
、
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覧
に
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み
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し
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か
。

な
お
、
芦
屋
市
は
女
性
活
躍
推
進
法
に
基
づ
く
特
定
事
業
主
行
動
計
画

を
策
定
し
て
い
ま
す
の
で
、
芦
屋
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
内
容
を
閲
覧
し

て
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。
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県立芦屋高等学校の生徒さん
山田怜奈さん・酒造（みき）朋花
さんにお話を伺いました。

昨年、選挙権年齢を 20歳以上から 18歳以上に引下
げる改正公職選挙法が成立しました。今夏の参議院選挙
から「18歳以上」の有権者が投票できます。この機会
に現在の選挙権に至るまでの歴史を振り返ってみましょ
う。

●男性が選挙権を得るまでの道のり
1889年……25歳以上の男性、直接国税15円以上の
納税者（人口の1.1％）
1890年……25歳以上の男性、直接国税10円以上の
納税者（人口の2.2％）
1919年……25歳以上の男性、直接国税３円以上の納
税者（人口の5.5％）
　いずれも税金を納めることが出来る制限された男性に
のみ選挙権が与えられました。
1925年に納税要件が撤廃され、25歳以上の男性に

選挙権が与えられました（人口の 20％）。

●女性が選挙権を得るまでの道のり
　社会参加は男性が行い、女性は男性を支えていれば良
いという考えが一般的でした。一方、第１次世界大戦後
「婦人参政権獲得運動」が世界各国で盛んになり、日本

前回2014年の衆議院選挙は戦後70年の歴史の中で投票率が
52.66％と最低を記録しました。当日有権者数は 1億396万
2784人で、このうち5474万 3097人が投票。主権者の約半数
が棄権した事になります。
　低投票率の背景には、政党が乱立し争点が見えにくかった、29
年ぶりの師走選挙、降雪による影響などとされています。もっと
穿った見方をすれば、与党圧勝の予想や政治に対する無関心、自分
一人が投票しても世の中は変わらないという閉塞感が蔓延してい
るのではないでしょうか。
　前回の選挙の結果によって、私たちの生活は大きな変化を受けま
した。消費税が５％から８％へ、来年は 10％へ上がろうとしてい
ます。我々が選んだ政党によって決められているのです。ＴＰＰ
しかり、安保法案しかり、そしてこの夏の参議院選挙では憲法改正
が争点になると予測されます。
　政治が生活に密接に繋がっているのは、今更言うまでもないこと
です。
　次回の選挙から 18、19歳の若者約240万人が選挙権を得ます。
新選挙人の意志が結果にどう表れるのか、若者をひきつける公約を
掲げる政党も出てくるでしょう。
　今日、主権者教育が学校でも地方自治体でも盛んに行われていま
すが、立候補者の資質や政党の主張を見極めることは非常に難しい
ことだと思います。しかし、過去にはたった一票の差で当落が分か
れた事も私たちの記憶に鮮烈に残っています。一票の重みをしっ
かりと自覚し、主権者として絶えず政治に関心を持つ必要があるの
ではないでしょうか。

皆さんは、「芦屋市明るい選挙推進協議会」をご存知で
しょうか。
　芦屋市明るい選挙推進協議会は、昭和27年9月4日
に芦屋市公明選挙推進連盟として発足し、「全市民が政
治知識を身につけることができるように推進する団体」
として60年以上活動を続けてきました。長期にわたり
公正な選挙と市民の政治意識の高揚に尽力し、地域社会
の向上発展に貢献した功績により、平成24年度には第
46回芦屋市民文化賞を受賞しました。
　主な活動内容は、「政治情勢に関する講演会の開催」、
「市議会の傍聴」、「広報あしやに啓発記事【白バラだよ
り】を掲載」するほか、若者への啓発として「新成人に
バースデーカードと啓発冊子の送付」、「成人式にメッ
セージと啓発資料の配布」、「小・中・高校から明るい選
挙啓発ポスターの募集」を行っています。また選挙時に
は、投票日の一週間ほど前にJR芦屋駅周辺で、市民に向
けて投票の呼びかけを行っています。
　芦屋市明るい選挙推進協議会は選挙期間中はもちろん
のことそれ以外の時間も選挙についての活動を続けてい
るのです。

18 歳の声を

　 聞きました！！

海外選挙事情

　海外の選挙事情はどうなっているのでしょう。国立国会図書館の

調査では、世界の国・地域の中で、18歳までに選挙権があるのは約9

割以上176の国・地域です。(2015年12月現在) オーストリアやブ

ラジルでは16歳から選挙権があります。投票の方法も国によってそ

れぞれ違います。インドネシアの投票用紙は候補者全員の顔写真や

政党のマーク入りで、2009年の選挙までは、そこを釘で突き刺して

投票していたとか。2014年からは、写真または名前にペンでチェッ

クをするようになりました。義務投票制の国では、棄権すると罰金や

入獄などの罰則があります。

　投票方法だけでなく、政策決定の場にいる女性の割合などについ

ても、各国それぞれです。女性が大統領など、国のトップに就いてい

るといえば、お隣の国、韓国が思い浮かびます。韓国の大統領選挙は

2012年 12月に行われ、朴槿恵大統領が誕生しました。韓国では

2000年にクオータ制を導入、1995年には国会議員における女性

議員の割合が２．０%でしたが、2000年に５．９%、2005年には13．

4%になりました。昨年3月にフランスで行われた県議会選挙では、

男女ペアで立候補するという方法がとられ、男女同数の県議会議員

が決まりました。ミャンマーでは昨年11月に行われた総選挙で、ア

ウン・サン・スーチー党首が率いる国民民主連盟が勝利を収めまし

た。彼女は国家顧問として政府機関に助言する権限を持ち、外相と大

統領府相も兼務しています。今年1月には台湾で総統選が行われ、蔡

英文氏が当選しました。初の女性総統の誕生です。

他にも、バングラデシュ・ドイツ・ノルウェー・ポーラン

ド・ナミビアの首相、英国・チリ・ブラジル・クロアチア・コ

ソボ・スイス・デンマーク・マルタ・モーリシャスの元首が

女性です。( 外務省Ｈ・Ｐより2016年５月16日現在）

　カナダに昨年11月に誕生した首相は男性ですが、新

内閣は首相以外の30人が、男女半数の15人ずつとなっ

ています。先住民の血を引く人、障害のある人、難民とし

てカナダに移民してきた人なども新内閣のメンバーに

なっています。

　世界にはさまざまな選挙があり、さまざまな人が政策

決定の場に送り出されています。今年新たに選挙権を得

る18、19歳の約240万人の有権者とともに、自国の選

挙の歴史を顧み、自らの手の内にある 1票を大切にした

いものです。

まず2016年夏に予定されている参議
院選挙ですが、２人とも「行きます。」と力
強い言葉。「投票に行かない人が多いと聞
きますが、せっかく選挙権をもったのだ
から、責任のある行動として、投票に行き
たい。」「将来のことを考えて選挙したい
と思います。」という前向きな答えでした。
　選挙権が与えられると、政治が身近に
感じられるのも特徴です。酒造さんも「誰
に投票するか、勉強しておかないと選べ
ない。」と自分のこととして捉えているよ
うでした。山田さんも家族に政治につい
て聞くなど、家庭でも選挙の話題が上
がっている様子です。また、芦屋高校の自
治会（生徒会）が考案し、自治会長の選挙
の投票時には、市の選挙管理委員会から
投票箱・記載台を借りて実際に投票を行
う計画もあるそうです。

では平塚雷鳥を中心にした「青鞜社」、市川房枝らによる婦
人参政権運動などがありました。しかし、女性が選挙権を
得ることはありませんでした。選挙権を得るにはさらに時
間を要することになります。

●男女平等の選挙権
　日本の女性が参政権を獲得したのは、第２次世界大戦後
の1945年 12月に制定された新選挙法によってでした。
翌年1946年４月に総選挙が行われ、39人の女性国会議員
が初めて誕生しました。女性の参政権がはっきり根拠づけ
られたのは 1947年施行の日本国憲法によります。女性の
参政権は、男女同権を規定する日本国憲法に先立って制定
されました。長い歴史の中でようやく確立された女性の参
政権なのです。選挙を通じて自らの意志を表明することは
大切なことです。

芦屋高校では、高校３年生は、17歳
と 18歳が混在するので、今年は投票に
行ける生徒と行けない生徒がいるため、
一律には対応しにくいこともあるそう
です。
　その中で、芦屋市選挙管理委員会によ
る講演会も予定するなど工夫している
ようでした。

◆友達と選挙の話はしません。難しく

てあまりよく知らないので、話題にな

らないんです。

◆若者がもっと政治に関心を向けるべ

きだと思うので、18歳選挙権はいい

ことだと思います。

◆選挙の副教材は受験期に配布された

ので、目を通す余裕がありませんでし

た。
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他の１８歳から
　こんな声も
　　ありました。


